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(57)【要約】
　メーキャップデバイス（１）を用いて、ヒトケラチン
物質の領域（Ｐ）をメーキャップする方法であって、メ
ーキャップデバイス（１）が、転写面（３）と、転写面
（３）に含まれ、少なくとも１台のデジタルプリンター
を用いて印刷することによって得られる、少なくとも１
種の化粧用着色インクの塗膜（４）とを有し、着色イン
クが、ケラチン物質（Ｐ）に適用されることが意図され
、
以下の工程：
－　少なくとも１種の、油を含む化粧用組成物を、メー
キャップされるケラチン物質の領域（Ｐ）上に適用する
ことによって、ベースコーティング（６）を形成する工
程
を含む、方法。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　メーキャップデバイス（１）を用いて、ヒトケラチン物質の領域（Ｐ）をメーキャップ
する方法であって、メーキャップデバイス（１）が、転写面（３）と、転写面（３）によ
って支持され、少なくとも１台のデジタルプリンターを用いて印刷することによって得ら
れる、少なくとも１種の化粧用着色インクの塗膜（４）とを有し、着色インクが、ケラチ
ン物質（Ｐ）に適用されることが意図され、
以下の工程：
－　少なくとも１種の、油を含む化粧用組成物を、メーキャップされるケラチン物質の領
域（Ｐ）上に適用することによって、ベースコーティング（６）を形成する工程と、
－　化粧用インク塗膜（４）を、メーキャップされる領域（Ｐ）上に存在するベースコー
ティング（６）と接触するように配置して、化粧用インク塗膜（４）をケラチン物質上に
転写させることによって、ケラチン物質の領域上にパターンを作製する工程と
を含む、方法。
【請求項２】
　インク塗膜（４）が転写された後に、ヒトケラチン物質の領域から転写面（３）を外す
ことからなる工程をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　ベースコーティング（６）が着色されている、請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　ベースコーティング（６）が無色である、請求項１又は２に記載の方法。
【請求項５】
　組成物が、無水である、又はエマルションを含む、請求項１から４のいずれか一項に記
載の方法。
【請求項６】
　組成物が、組成物の総質量に対して５質量％～９５質量％の範囲、好ましくは１０質量
％～８０質量％の範囲の量で油を含む、請求項１から５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　組成物が、膜形成ポリマー、ワックス、ペースト状化合物、増粘剤、界面活性剤、香料
、保存料、日焼け止め剤、充填剤、染料、タンパク質、ビタミン、プロビタミン、保湿剤
、セラミド及びｐＨ調整剤から選択される少なくとも１種の化粧用添加剤をさらに含む、
請求項１から６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　組成物が、ファンデーション、スキンケア若しくはリップケア組成物、リップクリーム
又はリップグロスから選択される、請求項１から７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
　インクが、転写面（３）上に堆積され、被覆されることも接着剤塗膜を被覆することも
ない、請求項１から８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０】
　油が、不揮発性油である、請求項１から９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１】
　インクが、少なくとも１種の水溶性色素を含む、請求項１から１０のいずれか一項に記
載の方法。
【請求項１２】
　インクが、印刷時に液体である、請求項１から１１のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１３】
　インクが、印刷時に粉末である、請求項１から１１のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１４】
　請求項１から１３のいずれか一項に記載の方法を実施するためのキット（３０）であっ
て、
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－　転写面（３）と、転写面によって支持され、少なくとも１台のデジタルプリンターを
用いて印刷することによって得られる、少なくとも１種の化粧用着色インクの塗膜（４）
とを有するメーキャップデバイス（１）、
－　メーキャップされるケラチン物質の領域（Ｐ）上にベースコーティングを形成するこ
とができ、少なくとも１種のインクの塗膜がベースコーティングと接触するように配置さ
れた場合にこの塗膜を前記領域上に転写させることを可能にする、油を含む化粧用組成物
（Ｃ）であって、パッケージングアセンブリ（５０）中に含まれる、組成物（Ｃ）
を含む、キット（３０）。
【請求項１５】
　デバイス及び組成物が同じケースに含有される、請求項１４に記載のキット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、転写によるメーキャップ適用に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ケラチン物質をメーキャップする目的は、これらの領域を美しくすることである。
【０００３】
　ミリメートル規模のパターン等の精密なコーティングで、ケラチン物質、具体的には皮
膚及び唇を被覆する必要がある。
【０００４】
　しかし、実践的且つ有効な方法は存在しない。パターンの描写には時間が長くかかり、
専門のメーキャップアーチストの関与を必要とする。パッチ又はデカール転写を用いた方
法は、パターン数が限られ、パターンを有する支持体中の折り畳みを回避することが難し
いため、期待外れである。この技術は、特に、顔に不適切である。顔面皮膚の動きが原因
で、支持体に亀裂が入るようになり、これにより劣化し、非審美的な外観結果になる。
【０００５】
　顔又は唇の小領域又は実際には全領域を被覆することが意図される、入手可能なメーキ
ャップパターンが必要とされる。
【０００６】
　各使用者に、広範なパターン、色、形状及び分布を提案する必要がある、又は使用者に
、本人のパターンを画定するように提案することで、手元に大量のリファレンスを有する
必要なく、本人の個別の要求を最善に満たすことが必要である。
【０００７】
　その上、メーキャップされる領域が、痕跡、マイクロレリーフ、皺又は小皺等の不完全
さを有する場合、メーキャップパターンは、さほど審美的な結果をもたらさず、鮮明な、
きれいな外観を与えない。
【０００８】
　処置するケラチン物質の領域の具体的な特性に適したメーキャップが必要である。した
がって、メーキャップは、場合によっては、例えば唇のメーキャップの場合において、使
用者が身につけるのに快適となる極薄の化粧用インク塗膜を使用して製造しなければなら
ない。
【０００９】
　転写の精密度が損なわれず、美しく、鮮明な高精度の外観を有するように、メーキャッ
プされる領域を準備する必要がある。
【００１０】
　本発明は、こうした必要性の全て又はいくつかを満たすことを対象とする。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
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【特許文献１】米国特許第５０３２６７０号明細書
【特許文献２】米国特許第４９９９４１８号明細書
【特許文献３】米国特許第５１０６９４２号明細書
【特許文献４】米国特許第５０３０７０８号明細書
【特許文献５】米国特許第５１０２９８０号明細書
【特許文献６】米国特許第５０４３３７６号明細書
【特許文献７】米国特許第５１０４９１３号明細書
【特許文献８】米国特許第５２８１６５９号明細書
【特許文献９】米国特許第５１９４４６３号明細書
【特許文献１０】米国特許第４８０４７１９号明細書
【特許文献１１】国際公開第９２／０７９１３号
【特許文献１２】欧州特許第１０４８２８２号明細書
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　第１の態様によれば、本発明は、メーキャップデバイスを用いて、ヒトケラチン物質の
領域をメーキャップする方法であって、メーキャップデバイスが、転写面と、転写面によ
って支持され、少なくとも１台のデジタルプリンターを用いて印刷することによって得ら
れる、少なくとも１種の化粧用着色インクの塗膜とを有し、着色インクが、ケラチン物質
に適用されることが意図され、
以下の工程：
－　少なくとも１種の、油を含む化粧用組成物を、メーキャップされるケラチン物質の領
域に適用することによって、ベースコーティングを形成する工程、
－　化粧用インク塗膜を、メーキャップされる領域上に存在するベースコーティングと接
触するように配置して、化粧用インク塗膜をケラチン物質上に転写させることによって、
ケラチン物質の領域上にパターンを作製する工程
を含む、方法に関する。
【００１３】
　本方法は、インク塗膜が転写された後に、ヒトケラチン物質の領域から転写面を外すこ
とからなる工程も含んでよい。
【００１４】
　メーキャップ領域は、皮膚、具体的には顔、頭皮又は唇の領域であってよい。
【００１５】
　本発明により、使用者は、皮膚又は唇を一様に又はパターンにより装飾及び／又は処置
することができる。
【００１６】
　プリンターを用いて印刷することによって得られる化粧用インク塗膜の使用は、有利に
は、標準のメーキャップ適用と比較して、複雑でカスタマイズ可能なメーキャップ効果を
得ることを可能にする。ベースコーティングの使用は、メーキャップされる領域を準備す
るために数分で使用できる実用的な方法を提供することを可能にする。この予備工程は、
精密なパターンの化粧用インクを、とりわけ顔面皮膚又は唇上に転写させることによって
、製造を促進する。本発明は、転写後に、パターンの精度を完全な状態のままで維持する
ことを可能にする。ベースコーティングは、インクの転写も促進できる。
【００１７】
　化粧用インクを転写する前に、メーキャップされる領域上にベースコーティングを使用
すると、メーキャップされる領域を滑らかにすることができるように、視覚的外観を改善
できる。
【００１８】
　ベースコーティングの存在は、メーキャップ領域全体にわたって、パターンの視覚的描
写も改善し、皮膚の欠陥を見せない。
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【００１９】
　本発明による方法は、顔又は唇の小領域又は全領域を被覆することを可能にする。
【００２０】
　本発明による方法は、ケラチン物質を被覆する通常の処置に適合する。
【００２１】
　転写面によって支持されるインクは、染料を含む。
【００２２】
　転写面は、例えば、基材の外面である。
【００２３】
ベースコーティング
　ベースコーティングは、それぞれ同じ又は異なる組成物の１つ以上の塗膜を適用するこ
とによって調製できる。
【００２４】
　ベースコーティングは、無色でも有色でもよい。
【００２５】
　組成物は、液体形態でよい。
【００２６】
　組成物は、油性ゲル又はエマルションの形態であってよい。
【００２７】
　組成物は、固体形態でよい。
【００２８】
　本発明によれば、用語「固体形態の組成物」は、「流動」組成物とは反対に、それ自体
の質量下で流動しないような硬さを有する組成物を意味する。このような組成物は、具体
的には、コンパクトパウダーの形態又はキャスト製品の形態であり得る。
【００２９】
　組成物は、エマルション形態、特に水中油型又は油中水型エマルションの形態でよい。
組成物は無水であってよい。用語「無水組成物」は、２質量％未満の水、又は更には０．
５質量％未満の水を含有する組成物であり、特に水を含まない。適切な場合、かかる少量
の水は、特に組成物の残りの量を含有し得る組成物の成分によって導入されてもよい。
【００３０】
　組成物は、メーキャップ及び／又はケア用組成物でよい。
【００３１】
　組成物は、ファンデーション、アイシャドウ、フェイスパウダー、リップグロス又はリ
ップスティック等の特定のメーキャップ組成物から選択することができる。
【００３２】
　組成物は、スキンケア及びリップケア用組成物から選択することができる。
【００３３】
　組成物中に存在する油は、炭化水素系、シリコーン又はフッ化型の揮発性及び不揮発性
油から選択することができる。好ましくは、油は不揮発性油である。
【００３４】
　用語「不揮発性油」は、室温及び大気圧で少なくとも数時間、皮膚上に残存し、特に蒸
気圧が１．３３Ｐａ（０．０１ｍｍＨｇ）未満である油を意味する。
【００３５】
　用語「炭化水素系油」は、水素原子及び炭素原子を主に含有し、任意選択で、酸素原子
又は窒素原子を含有する油を意味する。
【００３６】
　とりわけ挙げることができる不揮発性炭化水素系油には、
－　動物起源の炭素水素系油、
－　植物起源の炭化水素系油、例えばグリセロールの脂肪酸エステルからなるトリグリセ
リド（これらの脂肪酸はＣ４からＣ２４の様々な鎖長を有することができ、これらの鎖は
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、場合により、直鎖状若しくは分枝状、飽和若しくは不飽和であり、これらの油は、とり
わけ、ヘプタン酸若しくはオクタン酸トリグリセリド、或いはコムギ胚芽油、ヒマワリ油
、ブドウ種子油、ゴマ種子油、トウモロコシ油、アプリコット油、ヒマシ油、シア油、ア
ボカド油、オリーブ油、大豆油、スイートアーモンド油、パーム油、ナタネ油、綿実油、
ヘーゼルナッツ油、マカダミア油、ホホバ油、アルファルファ油、ケシの実油、カボチャ
油、マロー油、ブラックカラント油、イブニングプリムローズ油、キビ油、オオムギ油、
キノア油、ライムギ油、ベニバナ油、ククイ油、パッションフラワー油及びジャコウバラ
油、シアバター、又はカプリル／カプリン酸トリグリセリド、例えば、Ｓｔｅａｒｉｎｅ
ｒｉｅｓ　Ｄｕｂｏｉｓ社から販売されているもの、若しくはＤｙｎａｍｉｔ　Ｎｏｂｅ
ｌ社からＭｉｇｌｙｏｌ　８１０（登録商標）、８１２（登録商標）及び８１８（登録商
標）の名称で販売されているものである）、
－　１０～４０個の炭素原子を含有する合成エーテル、
－　鉱物又は合成起源の直鎖状又は分岐状炭化水素、例えば、ワセリン、ポリデセン、水
添ポリイソブテン、例えばＰａｒｌｅａｍ（登録商標）、スクワラン及び流動パラフィン
、並びにこれらの混合物、
－　合成エステル、例えば、式Ｒ１ＣＯＯＲ２の油（式中、Ｒ１は、１～４０個の炭素原
子を含有する直鎖状若しくは分枝状の脂肪酸残基を表し、Ｒ２は、特に、１～４０個の炭
素原子を含む分枝状の炭化水素系の鎖を表すが、条件としてＲ１＋Ｒ２≧１０である）、
例えば、Ｐｕｒｃｅｌｌｉｎ　ｏｉｌ（オクタン酸セトステアリル）、ミリスチン酸イソ
プロピル、パルミチン酸イソプロピル、Ｃ１２～Ｃ１５安息香酸アルキル、ラウリン酸ヘ
キシル、アジピン酸ジイソプロピル、イソノナン酸イソノニル、パルミチン酸２－エチル
ヘキシル、イソステアリン酸イソステアリル、ラウリン酸２－ヘキシルデシル、パルミチ
ン酸２－オクチルデシル、ミリスチン酸２－オクチルドデシル、ヘプタン酸アルキル若し
くはポリアルキル、オクタン酸エステル、デカン酸エステル若しくはリシノール酸エステ
ル、例えば、ジオクタン酸プロピレングリコール；ヒドロキシル化エステル、例えば、乳
酸イソステアリル、リンゴ酸ジイソステアリル及び乳酸２－オクチルドデシル；ポリオー
ルエステル並びにペンタエリトリトールエステル、
－　１２～２６個の炭素原子を含有する分枝状及び／又は不飽和の炭素系鎖を有する、室
温で液体である脂肪アルコール、例えば、オクチルドデカノール、イソステアリルアルコ
ール、オレイルアルコール、２－ヘキシルデカノール、２－ブチルオクタノール及び２－
ウンデシルペンタデカノール、
－　高級脂肪酸、例えばオレイン酸、リノール酸又はリノレン酸、及びこれらの混合物
が含まれる。
【００３７】
　本発明による組成物に使用することができる不揮発性シリコーン油は、不揮発性ポリジ
メチルシロキサン（ＰＤＭＳ）であって、アルキル基又はアルコキシ基を含み、これらの
基がペンダント状である、且つ／又はシリコーン鎖の末端にあり、これらの基それぞれが
２～２４個の炭素原子を含有するポリジメチルシロキサン、フェニルシリコーン、例えば
、フェニルトリメチコン、フェニルジメチコン、フェニルトリメチルシロキシジフェニル
シロキサン、ジフェニルジメチコン、ジフェニルメチルジフェニルトリシロキサン、及び
これらの混合物であってもよい。
【００３８】
　本発明の目的では、用語「揮発性油」は、室温及び大気圧において、皮膚との接触時に
蒸発することが可能である任意の油を意味する。本発明の揮発性油は、室温で液体であり
、室温及び大気圧で０ではない蒸気圧を有し、詳細には０．１３～４００００Ｐａ（０．
００１～３００ｍｍＨｇ）を範囲とし、好ましくは１．３～１３００Ｐａ（０．０１～１
０ｍｍＨｇ）を範囲とする蒸気圧を有する揮発性の化粧用油である。
【００３９】
　揮発性炭化水素系油は、８～１６個の炭素原子を含有する炭化水素系油、特に石油起源
のＣ８～Ｃ１６イソアルカン等の分枝状のＣ８～Ｃ１６アルカン（イソパラフィンとして
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も知られる）、例えばイソドデカン（２，２，４，４，６－ペンタメチルヘプタンとして
も知られる）、イソデカン、イソヘキサデカン、及び例えば商標名Ｉｓｏｐａｒ（登録商
標）又はＰｅｒｍｅｔｈｙｌ（登録商標）で販売されている油から選択されてもよい。
【００４０】
　更に使用できる揮発性油には、揮発性シリコーン、例えば揮発性の直鎖状又は環状シリ
コーン油、詳細には粘度≦５センチストーク（５×１０－６ｍ２／ｓ）であり、具体的に
は２～１０個のケイ素原子、好ましくは２～７個のケイ素原子を含有するものが挙げられ
、これらのシリコーンは、１～１０個の炭素原子を含有するアルキル基又はアルコキシ基
を任意選択で含む。本発明において使用することができる揮発性シリコーン油として、特
に、オクタメチルシクロテトラシロキサン、デカメチルシクロペンタシロキサン、ドデカ
メチルシクロヘキサシロキサン、ヘプタメチルヘキシルトリシロキサン、ヘプタメチルオ
クチルトリシロキサン、ヘキサメチルジシロキサン、オクタメチルトリシロキサン、デカ
メチルテトラシロキサン及びドデカメチルペンタシロキサン、並びにこれらの混合物を挙
げることができる。
【００４１】
　油は、組成物中に、組成物の総質量に対して５質量％から９５質量％の範囲、好ましく
は１０質量％から８０質量％の範囲の含有量で存在してよい。
【００４２】
　組成物は、特に、組成物の総質量に対して５質量％から９０質量％の範囲、好ましくは
２０質量％から８０質量％の範囲の質量含有量で水を含むことができる。
【００４３】
　メーキャップされるケラチン物質の領域、身体の部位又は皮膚の種類に応じて、一つの
効果又は他の効果、転写効果又は平滑効果が、より特定的に求められる。
【００４４】
　例えば、天然に非常に滑らかな皮膚の場合、特にインクの転写を促進することができ、
与えられる視覚的外観を改善することができるベースコーティングが選択され、痕跡があ
る皮膚の場合、皮膚の平滑化及び求められるインクの良好な転写が何よりも優先される。
【００４５】
　組成物は、膜形成ポリマー、ワックス、ペースト状化合物、増粘剤、界面活性剤、香料
、保存料、日焼け止め剤、充填剤、染料、タンパク質、ビタミン、プロビタミン、保湿剤
、セラミド、ｐＨ調整剤、及びケラチン物質に適用することが意図される化粧用組成物中
に従来から使用されるその他の任意の添加剤から選択される従来型化粧用添加剤も含んで
よい。
【００４６】
印刷
　用語「デジタルプリンター」は、印刷形態を含む機械とは異なる、デジタルデータを使
用する画素形態で印刷する機械を意味する。プリンターは、インクジェットプリンター、
例えば感熱式若しくは圧電プリンター、昇華型プリンター又はレーザープリンターでよい
。
【００４７】
　一実施例において、プリンターは、少なくとも１種の化粧トナーを用いて、パターンを
有するインク塗膜を、電子写真又は磁気写真（ｍａｇｎｅｔｏｐｈｏｔｏｇｒａｐｈｙ）
によって転写面上に形成させ、転写面上に十分に自由な状態で存在するトナーを送達し、
ヒトケラチン物質と接触させることによって取り込ませる又は転写させる、レーザープリ
ンターである。
【００４８】
　用語「化粧トナー」は、レーザープリンターで使用する電子写真又は磁気写真術による
画像形成に適合する粉状化粧用組成物を意味すると理解すべきである。好ましくは、電子
写真の使用に好適なトナーである。
【００４９】
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　トナーは、ヒトケラチン物質への適用に適合するという趣旨において、美容のためのも
のである。メーキャップされる表面に応じて、トナーの配合は異なり得る。例えば、毛髪
又は爪に適用する場合、例えば唇への適用向けに使用できない特定の化合物を使用するこ
とが可能である。
【００５０】
　プリンターは、非平坦な物体上の印刷を可能にするＧａｔｏｃｏｐｙ　Ａ４２６機型の
食品等級インクジェットプリンターでよい。
【００５１】
化粧用インク－染料
　染料は、下記の１種以上の色素を含んでよい。
【００５２】
　染料は、インクの総質量に対して、０．０１％～６０％の範囲、好ましくは０．１％～
４０％の範囲、又は０．１％～３０％、優先的には０．５％～２０％の範囲の質量含有量
でインク中に存在してよい。
【００５３】
　着色インクは、水溶性色素、脂溶性色素、粉状染料、例えば顔料、具体的には真珠光沢
剤、及び光輝材、或いは着色ポリマーから選択される１種以上の染料を含んでよい。
【００５４】
　用語「顔料」は、化粧用インクの着色を目的とする、化粧媒体中に不溶な任意の形態の
、白色若しくは有色の、無機又は有機粒子を意味すると理解すべきである。
【００５５】
　用語「真珠光沢剤」は、特にある種の軟体動物によりその殻で生成されるか、そうでな
ければ合成される、任意の形状の虹色の粒子を意味するとして理解されるべきである。
【００５６】
　顔料は、白色、黒色又は有色でよく、無機及び／又は有機であることができる。挙げる
ことができる無機顔料の中には、任意選択で表面処理された二酸化チタン、酸化ジルコニ
ウム又は酸化セリウム、及び更に酸化亜鉛、酸化鉄（黒色、黄色若しくは赤色）又は酸化
クロム、マンガンバイオレット、ウルトラマリンブルー、クロム水和物及びフェリックブ
ルー、並びに金属粉末、例えばアルミニウム粉末及び銅粉末がある。
【００５７】
　有機顔料のうち、カーボンブラック、Ｄ＆Ｃタイプの顔料、及びコチニールカルミン系
のレーキ、又はバリウム、ストロンチウム、カルシウム若しくはアルミニウム系のレーキ
を挙げることができる。
【００５８】
　真珠光沢顔料は、白色真珠光沢顔料（例えば、チタン又はオキシ塩化ビスマスで被覆さ
れたマイカ）、有色真珠光沢顔料（例えば、酸化鉄で被覆されたチタンマイカ、特にフェ
リックブルー若しくは酸化クロムで被覆されたチタンマイカ、有機顔料で被覆されたチタ
ンマイカ）、及び更にオキシ塩化ビスマスをベースとする真珠光沢顔料から選択できる。
【００５９】
　水溶性色素のうち、ポンソーのジナトリウム塩、アリザリングリーンのジナトリウム塩
、キノリンイエロー、アマランスのトリナトリウム塩、タートラジンのジナトリウム塩、
ローダミンのモノナトリウム塩、フクシンのジナトリウム塩、キサントフィル及びメチレ
ンブルーを挙げることができる。
【００６０】
　インクは、少なくとも１種の水溶性色素も含んでもよい。
【００６１】
　脂溶性色素のうち、ズダンレッドＩＩＩ（ＣＴＦＡ：Ｄ＆Ｃ　Ｒｅｄ　１７）、ルテイ
ン、キニザリングリーン（ＣＴＦＡ：Ｄ＆Ｃ　Ｇｒｅｅｎ　６）、アリズロールパープル
ＳＳ（ＣＴＦＡ：Ｄ＆Ｃ　Ｖｉｏｌｅｔ　２）、ズダンブラウン、Ｄ＆Ｃ　Ｙｅｌｌｏｗ
　１１、Ｄ＆Ｃ　Ｏｒａｎｇｅ　５、キノリンイエロー、クルクミン、及びカロテノイド
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誘導体、例えばリコペン、β－カロテン、ビキシン又はカプサンシン、及びこれらの混合
物を挙げることができる。染色ポリマーは、一般に、少なくとも片方が単量体有機色素で
ある少なくとも２種の異なるモノマーをベースとするコポリマーである。このような高分
子色素は、当業者に知られている。例えば、以下の文献を参考に挙げることができる：米
国特許第５０３２６７０号明細書、米国特許第４９９９４１８号明細書、米国特許第５１
０６９４２号明細書、米国特許第５０３０７０８号明細書、米国特許第５１０２９８０号
明細書、米国特許第５０４３３７６号明細書、米国特許第５１０４９１３号明細書、米国
特許第５２８１６５９号明細書、米国特許第５１９４４６３号明細書、米国特許第４８０
４７１９号明細書、国際公開第９２／０７９１３号、欧州特許第１０４８２８２号明細書
。
【００６２】
　印刷には、いくつかの異なるインク、具体的には色が異なるインクを使用してよい。
【００６３】
　印刷には、少なくとも３種、具体的には少なくとも４、５、６、７、８、９、１０、１
１又は１２種の異なる色の化粧用インクを使用してよい。
【００６４】
　印刷には、主要の色を作る着色インクのみ使用してよい。変形形態として、印刷には、
主要の色を作る着色インク及び主要でない色を作る少なくとも１種のインクの両方を使用
する。
【００６５】
　一変形形態において、印刷は、黒色及び／又は白色を作る着色インクを使用してよい。
【００６６】
　インクの印刷は、３色又は４色の印刷でよい。
【００６７】
　印刷によって得られるパターンは、いくつかの異なる色の領域を含んでよい。変形形態
として、印刷によって得られるパターンはフラットティント（ｆｌａｔ　ｔｉｎｔ）であ
る。
【００６８】
　転写面上に印刷された化粧用インクによって形成されるパターンは、任意の種類のもの
であってよい。
【００６９】
　パターンは、皮膚の浮き彫り及び／又は色の不均一性の外観、例えばそばかす又はほく
ろを複製できる。
【００７０】
　転写面によって支持される着色インクによって形成されるパターンは、可視領域（４０
０ｎｍ～８００ｎｍ）中の白色光の下で観察したときに、着色されていてよい。変形形態
として、可視領域中の白色光の下でパターンは無色であるが、化学的及び／又はエネルギ
ー刺激、例えばＵＶ（３６５ｎｍ～４００ｎｍ）への曝露を受けたとき、例えば着色イン
クが、フォトクロミック染料若しくは蛍光染料及び／又はジヒドロキシアセトン（ＤＨＡ
）を含有するとき、有色に見え得る。
【００７１】
　印刷によって得られる着色インクは、ラスター点及び／又はラスター線の形態で堆積さ
せることができ、したがってハーフトーン画像、例えば単色又は多色画像を形成すること
ができる。
【００７２】
　転写面上に印刷された着色インクによって形成されるパターンは、任意のタイプのもの
でよい。
【００７３】
　パターンは、皮膚の浮き彫り及び／又は色の不均一性の外観、例えばそばかす又はほく
ろを複製できる。
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【００７４】
　着色インクは、印刷時に液体であってよく、２５℃で、例えば、１ｍＰａ．ｓ～５００
ｍＰａ．ｓ、好ましくは１ｍＰａ．ｓ～３００ｍＰａ．ｓの範囲の粘度を有してよい。
【００７５】
　本発明のインクの粘度は、当業者に既知の任意の方法により、特に以下の慣用的方法に
従って測定することができる。２５℃で、２００ｒｐｍで回転するスピンドルを備えたＲ
ｈｅｏｍａｔ　１８０粘度計を使用して、当業者は、測定を行うことができるように、一
般知識に基づいてスピンドルＭ１、Ｍ２、Ｍ３及びＭ４から粘度を測定するためのスピン
ドルを選択することができる。
【００７６】
　有利には、着色インクがケラチン物質に適用されたとき、着色インクは基材上で完全に
は乾燥していない。着色インクがケラチン物質に適用されたとき、着色インクは流体形態
であってよい。
【００７７】
　着色インクは、エマルション形態であってよい。
【００７８】
　インクは、印刷時に粉末であってよい。
【００７９】
　インクが、化粧用トナーの形態である場合、このトナーは、着色剤以外にも、電荷を制
御する化合物、特定の追加の充填剤、潤滑剤、ワックス及び／又は結合剤を含んでよい。
【００８０】
　好ましくは、トナーの粒子は、平均サイズが１から１６μｍの間である。トナーは、例
えば、粒径が１から１０μｍの間の顔料を含む。
【００８１】
　転写面によって支持される着色インクの全体又は一部は、ケラチン物質に転写すること
によって適用されてよい。
【００８２】
　一実施例において、転写面上に最初に存在していた着色インク塗膜の少なくとも２５質
量％、具体的には５０質量％、具体的には７５質量％、具体的には実質的に全てを、ケラ
チン物質に転写することによって適用する。
【００８３】
　一実施例において、着色インクの適用は、転写面の圧力をケラチン物質上に印加するこ
とによって実施する。
【００８４】
基材
　一実施例において、本発明で使用する基材は、少なくとも１つの半透明又は透明の領域
を含む。
【００８５】
　半透明又は透明な領域は、使用者が基材を透かして見ることを可能にし、そのため化粧
用インクを転写する前のメーキャップされる且つ／又は処置される表面をより容易に視覚
化する。したがって半透明又は透明な領域の存在は、有利には、ケラチン物質上に正確な
メーキャップの効果を生む促進に向けて貢献する。
【００８６】
　基材の半透明又は透明な領域は、化粧用インク塗膜の上に全体的に又は部分的に重なり
得、具体的にはオーバーラップし得る。
【００８７】
　化粧用インク塗膜は、その全体が、基材の半透明又は透明な領域の上に重なり得る。変
形形態として、一部の化粧用インク塗膜のみが、基材の透明な領域の上に重なる。
【００８８】
　基材は、透明又は半透明物質で作られていてよい。この場合、半透明又は透明な領域は
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、基材の全表面に広がる。
【００８９】
　基材は、シート形態の材料、とりわけ透明物質を含んでよい。
【００９０】
　基材は、優先的には、非吸収性材料、例えばプラスチックフィルムをベースとする。基
材は、有利には、少なくとも印刷物を受け取ることが意図される面上で無孔である。
【００９１】
　転写面は、毛管作用によって化粧用インクを保持できる。
【００９２】
　転写面は、平面状でも非平面状でもよい。
【００９３】
　一実施例において、基材は、化粧用インクでメーキャップされることが意図されたケラ
チン物質の性質に関する表示を含む。この表示は、同じインクで印刷されてよく、又はそ
うでなければ転写されることが意図され得る。
【００９４】
　基材の転写面は、アプリケーターローラーの外面、アプリケーターパッドの表面、シー
ト形態の要素、パッチ、多孔質発泡体の表面、とりわけスポンジ又はワイプ、荒目ブラシ
、極細ブラシ又は植毛チップの表面：の全て又は一部によって画定され得る。
【００９５】
　転写面は、例えば、アプリケーターローラーの表面上に搭載された変形可能なシートの
表面全体又は一部によって画定される。
【００９６】
　転写面は、弾性的に変形可能でよい。したがって、第１の構成において、転写面は平ら
でよく、第２の構成において、転写面は内側に湾曲していてよく、したがってケラチン物
質の形状がメーキャップされ得る。
【００９７】
　一実施例において、転写面は、基材の一部から着脱可能である。
【００９８】
　基材は、再利用可能であってよい。
【００９９】
　本発明による一実施例において、本方法は、ケラチン物質上に施したメーキャップを仕
上げて、例えばメーキャップした領域とメーキャップしていない領域との間の境界を減衰
する工程をさらに含む。施したメーキャップの仕上げは、例えば、着色インクを広げて、
ぼかしを入れる工程を含んでもよい。
【０１００】
　別の態様によれば、本発明の主題は、前述した、本発明による方法を実施するためのキ
ットであって、
－　転写面と、転写面によって支持され、少なくとも１台のデジタルプリンターを用いて
印刷することによって得られる、少なくとも１種の化粧用着色インクの塗膜とを有するメ
ーキャップデバイス、
－　パッケージングアセンブリに含まれている、少なくとも１種の油を含む化粧用組成物
を含む、キットである。
【０１０１】
　組成物パッケージングアセンブリは、既知のやり方で、化粧用組成物を保管するのに適
した任意のパッケージング（具体的には瓶、管、スプレーボトル、又はエアロゾルボトル
）である。
【０１０２】
　キットは、デバイス及び組成物を両方とも含有するための一つのケースを含んでよい。
【０１０３】
　本発明は、以下の記述を読み、以下の添付図面を調べることにより、より明確に理解さ
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れ得る。
【図面の簡単な説明】
【０１０４】
【図１】本発明による方法において使用されるメーキャップデバイスの一例を示す図であ
る。
【図２】図１のメーキャップデバイスをＩＩ－ＩＩに沿って切断した断面図である。
【図３】本発明によるメーキャップ方法の一例の異なる工程を表す図である。
【図４】本発明によるメーキャップ方法の一例の異なる工程を表す図である。
【図５】本発明によるメーキャップ方法の一例の異なる工程を表す図である。
【図６】本発明によるメーキャップ方法の一例の異なる工程を表す図である。
【図７】本発明によってもたらされる転写メーキャップ効果の一例を示す図である。
【図８】本発明によるキットを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０１０５】
　図１及び図２は、前面が転写面３を画定する基材２を含むメーキャップデバイス１を示
す。デバイス１は、例示の通り、本発明による少なくとも１種の化粧用着色インクの塗膜
４を有する転写面３を画定する面を１つだけ有し得る。
【０１０６】
　図示されていない一変形形態において、２つの転写面３が、基材２の２つの反対面によ
って画定される。この場合、これらの表面は、異なる化粧用着色インクの塗膜を有してよ
く、これらの塗膜は、場合により、色、含まれる着色インクの性質及び／又は形成される
パターンが異なる。
【０１０７】
　図１及び図２で例示されるデバイス１において、転写面３によって支持される着色イン
ク塗膜４は、例えばラスター形式で、複製画像の画素に対応するインクドットを付着させ
るデジタルプリンターを使用して印刷することによって堆積された。
【０１０８】
　着色インク塗膜４は、任意のタイプのパターン、例えば例示されている２匹の蝶の形態
を形成することが可能である。
【０１０９】
　好ましくは、基材２は、好ましくは透明又は半透明であり、着色インク塗膜４と完全に
又は部分的に重なっていてよい、少なくとも１つの透過性領域５を有する。透明領域５は
、使用者が、基材２を透かして見ることを可能にし、したがってデバイス１が表面上に重
なるとき、デバイス１によってメーキャップされる前記表面を視覚化させる。
【０１１０】
　インク塗膜４の全ては、例示の通り、透明領域５上に重なり得る。一変形形態において
、一部のインク塗膜のみが、透明領域５の上に重なる。
【０１１１】
　基材２は、透明物質で作られていてよい。そして、透明領域５は、基材２の全表面に及
ぶ。
【０１１２】
　基材２は、メーキャップに推奨される位置決め又は着色インク４等でメーキャップされ
ることが意図されたケラチン物質の性質に関する情報を提供する表示７、例えば印刷物を
有してよく、また、色及び／又はパターン参照に関する情報も提供できる。表示７は、例
えば縮小して、堆積パターン上の「右側」且つ基材２上の「不適切な側」を例示する。
【０１１３】
　パターンは、単色でも、更に良好には多色であってもよい。この場合、インク塗膜４は
、複製される色に応じて、顕微鏡規模で局所的に並置された、いくつかの化粧用インクを
含んでよい。塗膜４によって画定される印刷パターンの解像度は、１６ｄｐｉから１６０
０ｄｐｉの間でよい。
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【０１１４】
　インク塗膜４は、同じ場所にいくつかの連続したインク堆積物を含んで、基材上に堆積
したインク量が増えてもよい。塗膜４の化粧用インク乾燥分の密度は、例えば、０．０１
ｍｇ／ｃｍ２～１００ｍｇ／ｃｍ２、又は更には０．１ｍｇ／ｃｍ２～１０ｍｇ／ｃｍ２

、より良好には０．２ｍｇ／ｃｍ２～１０ｍｇ／ｃｍ２、特に０．２ｍｇ／ｃｍ２～５ｍ
ｇ／ｃｍ２を範囲とする。
【０１１５】
　基材２は、好ましくは、可撓性材料で作られている。変形形態として、基材２は、剛性
又は半剛性材料で作られている。
【０１１６】
　塗膜４上に重なる転写面３の全領域又は一部の領域は、好ましくは、滑らかであり、１
ｍｍ以下、具体的には１μｍから１００μｍの間、好ましくは５０μｍ以下の粗さを有す
る。粗さは、粗さ計を使用して測定され、その先端は、曲率半径が１０ｍｍであり、物質
に適用されるその力は６ｍＮであることを特徴とする。
【０１１７】
　図３～図６は、ケラチン物質の領域Ｐ、この場合は唇をメーキャップするための、本発
明によるメーキャップ方法の一例の様々な工程を概略的に示す。
【０１１８】
　図３に示すように、塗膜４のインクを転写する前に、領域Ｐをベースコーティング６で
被覆して、領域Ｐを準備し、化粧用インクの転写を促進する。この例において、コーティ
ング６は、無色である。
【０１１９】
　次に、図４に例示されるように、デバイス１を、メーキャップされる領域Ｐに近づけ、
着色インク塗膜４を、メーキャップされる領域Ｐと接触するように配置し、次いで使用者
が圧力を印加して、インク４を、メーキャップされる領域Ｐ上に転写させる。ケラチン物
質と接触している間、基材２は、好ましくは、横に動かず、したがって転写パターンの外
観に影響を与えない。
【０１２０】
　ケラチン物質上に転写されたパターンは、着色インク塗膜４が基材２上に存在するとき
（すなわち、メーキャップされるケラチン物質上にまだ転写されていないとき）、該着色
インク塗膜４によって形成されるパターンに対応する。
【０１２１】
　図示されていない一実施例において、本方法は、ケラチン物質上にもたらされたメーキ
ャップ効果を仕上げる工程をさらに含む。
【０１２２】
　図８は、本発明による方法を実施するためのキット３０の一実施例を示す。このキット
は、同じケースに、基材２の性質若しくは形態及び／又は塗膜４によって形成されるパタ
ーン、とりわけ形状及び／又は色がそれぞれ異なる、前述した複数のデバイス１を含む。
アセンブリは、油を含む組成物Ｃを含有するパッケージングアセンブリ５０も含み、この
組成物は、メーキャップされるケラチン物質の領域Ｐ上にベースコーティング６を形成す
ることができる。
【０１２３】
　ケースは、漏れ止めして、インクが乾ききるのを防いでもよい。ケースは、インクが転
写面以外の表面と接触することを防ぐ手段で作られていてよく、これにより早すぎる転写
のリスクを低減できる。例えば、ケースは、インクで被覆された基材の領域からある距離
まで壁が延長した熱成形シェルを含む。
【実施例】
【０１２４】
　以下の表に列挙した配合物に対応する４種のインクを調製した：
【０１２５】
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【表１】

【０１２６】
　これらの組成物をＣａｎｏｎプリンターカートリッジに入れ、次いで例えばＰｏｗｅｒ
Ｐｏｉｎｔ（登録商標）ソフトウェアで作製したメーキャップパターンを印刷するように
要求されるＣａｎｏｎ　Ｐｉｘｍａ　ＩＰ　１００インクジェットプリンターと一緒に使
用する。市販のプリンター用の透明プラスチックシート（滑らかな側）上で印刷を実施す
る。
【０１２７】
（実施例１）（皮膚の場合）
　この実施例は、図７に対応する。
【０１２８】
　デジタルプリンターを使用して、透明プラスチックプリンターシートの形態の基材２上
に化粧用インク塗膜４を印刷することによって、単色パターンを作製する。
【０１２９】
　このシートは、使用前の４日間放置しておく。
【０１３０】
　組成が下記であるファンデーションで、腕の皮膚領域Ｐ上にコーティング６を生成する
。
【０１３１】
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【表２】

【０１３２】
　次いで、インク塗膜で被覆したプラスチックシートを腕の上に置き、次いでプラスチッ
クシートを取り除く。
【０１３３】
　適用したファンデーション上に部分的に集積したパターンの転写が留意される。
【０１３４】
　インクを転写する工程が、皮膚からファンデーションを取り除かなかったことがプラス
チックシート上で観察される。
【０１３５】
　予めファンデーションを適用することなく、他方の腕の上で同じ実験を実施する。転写
は、されない。
【０１３６】
（実施例２）（唇の場合）
　この実施例は、図１～図６に対応する。
【０１３７】
　プラスチックシートの転写面３上に多色の２匹の蝶の形状のパターンを形成する化粧用
インク塗膜４を印刷することによって、メーキャップデバイス１を作製する。
【０１３８】
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【表３】

【０１３９】
　上記の組成物を有するグロスを使用してコーティング６を唇に適用し、次いで転写面を
上に置く。
【０１４０】
　シートを外すと、２つのパターンの唇上への転写が観察され、色及び形状の詳細は、開
始パターンに対応する。
【０１４１】
　表現「１つを含む」は、「少なくとも１つを含む」の同義として理解されるべきである
。
【０１４２】
　表現「～と～の間の」又は「～から～までの範囲の」は、限界値を含むものとして理解
されるべきである。
【符号の説明】
【０１４３】
　１　デバイス
　２　基材
　３　転写面
　４　塗膜
　５　透明領域



(17) JP 2017-500366 A 2017.1.5

　６　コーティング
　７　表示
　３０　キット
　５０　パッケージングアセンブリ
　Ｐ　領域

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図６】

【図７】

【図８】
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